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各総合振興局・振興局産業振興部長 様 

 

農政部農村振興局事業調整課長 

 

施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行の運用の一部改正について 

このことについて、「施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について」（令和

２年12月23日付け事調第1210号）により通知しておりますが、積算方法等に関する試行の

運用を次のとおり改正したので適切に事務処理願います。 

記 

１ 対象工事 

   施工箇所が複数あり、その点在範囲が１ｋｍ程度を超え、工事の施工形態等を考慮

すると、同一工事箇所として取り扱った場合に積算額と実際に要する費用との間に乖

離が生じるおそれがあると発注者が判断する工事。ただし、地区の状況等により、点

在範囲の条件がこれによりがたい場合は、個別に考慮することができる。 

２ 工事箇所及び施工箇所の設定方法 

① 施工箇所（施工ほ場及び線工事箇所等）が点在する工事については、原則として

市町村界を超えない範囲で工事箇所（複数の施工箇所間の距離がｋｍ未満）を設定

する。 

なお、施工箇所が点在する工事箇所について、点在範囲が１ｋｍ程度を超えなく

なる範囲でさらに細分化できることとする。（別紙１参照） 

② 工事区間の距離が１ｋｍ未満で、一体として扱った場合に支障がない場合は、市

町村を跨いで、１つの工事箇所として扱うことも可とする。 

③ 連続する工事（線工事で連続して作業を行う工事）が１ｋｍ程度を超える場合で

あっても分割は行わない。 

④ 連続する工事が点在する場合の、設定する範囲は重心からの距離で判断する。（別

紙１参照） 

⑤ 施工ほ場毎が隣接（町道や小排水路を挟むものを含む）している場合は同一の施

工箇所とする。（別紙１-１参照①は１箇所、②は３箇所と判断する） 

⑥ 施工ほ場が線工事（用水路、排水路、農道等）で接続されている場合は同一の施

工箇所とする。（別紙１-１ ③参照） 

⑦ 近接する施工箇所間の距離が１ｋｍ以内なら同一の工事箇所とする。（別紙１-２

参照） 

⑧ 施工箇所が１ｋｍ円で連続した場合であっても上記④の連続する工事と判断しな



いので、同一の工事箇所（１箇所）とはならない。（別紙１-３参照） 

⑨ 工事箇所の設定は、分割数が最小となるように設定する。（別紙１-４の工事箇所

分割例参照） 

３ 間接費の基本的な考え方（別紙２－１、２－２参照） 

  ① 共通仮設費及び現場管理費については、工事箇所毎に算出した合計額とする。 

    ただし、「施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について」（令和２

年12月23日付け事調第1210号）の工種別経費加算率算出式一覧表に示す工種は、工

事箇所数から算出した率により加算額を算定することができる。 

  ② 一般管理費等については、工事箇所毎に分割しない工事原価（純工事費＋現場管

理費）を対象額として算出する。 

※積算のイメージ 

【従来】 

（Ａ区対象金額＋Ｂ区対象金額＋Ｃ区対象金額）×間接費率 

【本運用(工事箇所毎)】 

（Ａ区対象金額×間接費率）＋（Ｂ区対象金額×間接費率）＋（Ｃ区対象金額×間接費率）※1 

【本運用(加算率算出式)】 

（Ａ区対象金額＋Ｂ区対象金額＋Ｃ区対象金額）×間接費率＋（Ａ区対象金額＋Ｂ区対象金額＋

Ｃ区対象金額）×経費加算率※1※2 

 ※1 一般管理費等は②のとおり 

 ※2 算出した共通仮設費加算額は現場管理費及び一般管理費の対象外とする。 

    算出した現場管理費加算額は一般管理費の対象外とする。 

③ 共通仮設費率、現場管理費率の補正（施工地域等）については、工事箇所毎に判

断する。 

④ 現場管理費率の施工時期、工事期間等による補正は、工事全体で判断する。 

⑤ 主たる工種区分については、工事箇所毎ではなく、工事全体で判断する。（工事

箇所毎に主たる工種区分を変更しない。） 

⑥ 市場単価等の施工規模補正については、工事全体の数量で判断する。 

⑦ 共通仮設費の積み上げ分の数量については、工事箇所毎の計上を基本とする。 

なお、工事箇所毎に分割することができない項目は、直接工事費の最も大きい工

事箇所に計上する。 

⑧ 設計変更等により施工箇所の追加が必要になり、変更前に設定した工事箇所の範

囲に入らない場合は、新たに工事箇所を設定する。 

４ 施工箇所位置図について 

  設計図書に位置図等を添付し分割位置及び分割数を明示する。 

 

 



５ 入札公告等による入札参加者への周知 

  本試行の対象工事であることを記載することにより周知する。 

＜入札公告文・入札説明書への記載例（「入札に付する事項」に追記）＞ 

（「土地改良事業等請負工事の価格積算要領」の「別表１ 工種区分」に記載の工種（干拓工事、フィル

ダム工事は除く）以外の工種） 

 本工事は、広域的に施工箇所が点在する工事であることから、対象区毎に共通仮設費及び現場管理費を

算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事」である。 

 

（「土地改良事業等請負工事の価格積算要領」の「別表１ 工種区分」に記載の工種（干拓工事、フィル

ダム工事は除く） 

 本工事は、広域的に施工箇所が点在する工事であることから、工事箇所数から算出した加算率により共

通仮設費及び現場管理費を加算する「施工箇所が点在する工事の積算方法の試行工事」である。 

６ 特記仕様書及び見積参考資料への記載 

  ① 特記仕様書に本試行の対象工事であることを明示する。 

 ② 工事数量総括表・見積参考資料において、共通仮設費（積上分）の数量が工事箇

所毎に分かれるものは、工事箇所毎の数量の内訳を明示する。（例：交通誘導員 Ａ

区 20 人・日、Ｂ区 25 人・日） 

７ 適用年月日 

 対象工事 対象外工事 

積算基準日 令和３年（2021 年）３月 19 日以降 令和３年（2021 年）５月 19 日以降 

※最新設計単価を適用した設計金額等の取扱いについて（令和２年 12 月 23 日付け事調第

1203 号）に係る対象工事及び対象外工事 

 

 

調整係 

設計積算係 

  



別紙１
　施工箇所が点在する工事の細分化イメージ図

◎面工事イメージ

〇〇市

工事箇所Ｂ区

工事箇所Ａ区
　　1km

工事箇所Ｃ区

△△町

工事箇所Ｄ区

◎線工事イメージ

      工事箇所Ａ区

工事箇所Ｂ区

点在範囲が１ｋｍを超えない

ため、これ以上細分化できな

い。

点在範囲が１ｋｍを超えない

ため、これ以上細分化できな

い。

点在範囲が1ｋｍ以上。

工事箇所Ｃ区とＤ区の距離が１ｋｍ未満で、一体とし

て扱った場合に支障が無い場合は、市町村を跨いで

一つの工事箇所として扱うことも可能

重心位置が１ｋｍを超えない

ため、これ以上細分化できな

い。

１路線の重心位置が１ｋｍ以上。

△ 施工箇所
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別紙１‐１施工箇所の考え方
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工事箇所の設定方法
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※この場合は「別紙１-４」のとおり工事箇所は３箇所となる。
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別紙２－１
○工事箇所が3箇所の事例

【試行】

直接工事費

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

共通仮設費

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

現場管理費

＋ ＋

一般管理費

共通仮設費
の算定

⑤＝①を対象額で算出 ⑥＋⑦＋⑧とする。

現場管理費
の算定

⑨＝（①＋⑤）を対象額で算出 ⑩＋⑪＋⑫とする。

一般管理費
等の算定

⑬＝（①＋⑤＋⑨）を対象額で算出 ⑬＝（①＋⑤＋⑨）を対象額で算出

【現行積算方法】 【工事箇所毎の積算】

　　①＝②＋③＋④

⑥＝②を対象額で算出
⑦＝③を対象額で算出
⑧＝④を対象額で算出

⑩＝（②＋⑥）を対象額で算出
⑪＝（③＋⑦）を対象額で算出
⑫＝（④＋⑧）を対象額で算出

施工箇所が点在する工事の積算方法のイメージ（「点在試行の工種別経費加算率算
出式一覧表」に記載の工種を除く）

①

⑤

⑨

⑬

通常の設計書

② ③ ④ ② ③ ④

⑥ ⑦ ⑧

⑩ ⑪ ⑫

⑬

⑥ ⑦ ⑧

⑩ ⑪ ⑫

分割設計書
契約用の設計書

（点在型設計書）



別紙２－２
○工事箇所が3箇所の事例

補正率等の考え方

【試行】
A区 B区 C区 A区 B区 C区

工種区分

共通仮設費率

現場管理費率

一般管理費等率

※冬期対象期間補正率は工区全体で算出し、
　各区毎の現場管理費率に加算する。

【工事箇所毎に分けない設計書】 【工事箇所毎の積算】
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）区

※工事箇所毎に主たる工種区分を変更しない

施工箇所が点在する工事の積算方法の考え方（「点在試行の工種別経費加算率算出式一
覧表」に記載の工種を除く）

①工事全体で主た
る工種区分を判断
する

⑤工事全体で補正
率を算出

⑨工事全体で補正
率を算出

⑬工事全体で補正
率を算出

通常の設計書

①工事全体
で主たる工
種区分を判
断する

①工事全体
で主たる工
種区分を判
断する

①工事全体
で主たる工
種区分を判
断する

① ① ①

⑥工事箇所
毎に補正率
を算出

⑦工事箇所
毎に補正率
を算出

⑧工事箇所
毎に補正率
を算出

⑩工事箇所
毎に補正率
を算出

⑪工事箇所
毎に補正率
を算出

⑫工事箇所
毎に補正率
を算出

⑬

⑥ ⑦ ⑧

⑩ ⑪ ⑫

分割設計書
契約用の設計書

（点在型設計書）
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